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新学期
し ん が っ き

が始
はじ

まり１か月
げつ

が経
た

ちました。 新
あたら

しい学年
がくねん

には慣
な

れてきましたか。 新
あたら

 

しい環 境
かんきょう

に適用
てきよう

しようと、知
し

らず知
し

らずのうちに頑張
が ん ば

りすぎている人
ひと

も見
み

かけ 

ます。昼夜
ひるよる

の寒暖差
か ん だ ん さ

でただでさえ体 調
たいちょう

を崩
くず

しやすい季節
き せ つ

です。時
とき

にはひと息
いき

つ 

いて、自分
じ ぶ ん

の 心
こころ

や 体
からだ

の声
こえ

にも耳
みみ

を 傾
かたむ

けてみください。「疲
つか

れているな」と感
かん

じ 

た時
とき

は、ゆっくり休 養
きゅうよう

しましょう。 

 

 

 

 

結果
け っ か

はお家
うち

の方
かた

と 受診
じゅしん

のすすめは 早
はや

めに受
じゅ

診
しん

 

一緒
いっしょ

に確認
かくにん

    すぐに渡
わた

す   する 

保護者の方へ 
健康診断の結果、医療機関の受診が必要な場合は通知をしています。 

お子さんを通じて「受診・治療のお知らせ」を受け取られましたら、 

早めの受診をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《熱中症
ねっちゅうしょう

》                       《紫外線
し が い せ ん

》 

まだ、体
からだ

が暑
あつ

さに慣
な

れていません。体温
たいおん

調 節
ちょうせつ

が     紫外線
し が い せ ん

が強
つよ

くなってくる時季
じ き

です。肌
はだ

へのダメー 

うまくできるよう、軽い
かる  

運動
うんどう

や入 浴
にゅうよく

などで        ジを防
ふせ

ぐため、日焼け
ひ や  

止
ど

めクリームを塗
ぬ

る 

汗
あせ

をかき、汗腺
かんせん

の機能
き の う

を高
たか

めておきましょう。       などして、しっかりケアをしましょう。 

 
 

 

7日
か

（木
もく

）耳鼻科
じ び か

検診
けんしん

（全
ぜん

 学
がく

 年
ねん

）  

12日
にち

 (火
か

）眼 科
が ん か

検 診
け ん し ん

（全
ぜん

 学
がく

 年
ねん

） 

20日
か

（水
すい

）尿
にょう

検 査
け ん さ

①（全
ぜん

 学
がく

 年
ねん

） 

21日
にち

（木
もく

）尿
にょう

検 査
け ん さ

②（全
ぜん

 学
がく

 年
ねん

） 

 

せいけつにしている

と、病気
びょうき

などから 体
からだ

を守
まも

れるよ。これから

も続
つづ

けよう。 

こたえ 

A：きれい 

B：バイキン 

 



学校において予防すべき感染症と出席停止期間 
 

下記の感染症に罹患したときは、たとえ軽症でも登校できません。 

すみやかに学校に連絡をし、医師の指示のもと家庭で休養してください。 

この間は『出席停止』で欠席扱いにはなりません。（学校保健安全法施行規則第１８条・第１９条） 

種 類 感染症名 出席停止期間 

第１種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、

痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブル

グ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリ

ア、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、

中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）、特定鳥イ

ンフルエンザ 

 

 

 

治癒するまで 

 

 

第２種 

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを

除く） 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日

を経過するまで 

（未就学児は３日を経過するまで） 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗

菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後

五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 

風しん（３日ばしか） 発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症 
発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した

後１日を経過するまで 

結核、髄膜炎菌性髄膜炎 
症状により医師において感染のおそれがないと

認められるまで 

第３種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感

染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結

膜炎、急性出血性結膜炎 

その他の感染病（溶連菌感染症、ウイルス

性肝炎、マイコプラズマ感染症、手足口病、

伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、感染性胃腸

炎など） 

病状により医師において感染のおそれがないと

認められるまで 

※その他の感染病は必要があれば、学校医等の

指示によって第３種の出席停止措置をとること

ができる疾患です 

※治癒後最初の登校日に、登校証明書（連絡帳、メモ等も可）を医療機関で記入してもらいご提出ください

（文書料がかかる場合がございます。）診断書は不要です。 

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による欠期間

の報告書」を保護者がご記入の上、お薬説明書・診療明細書・検査結果等を添付してください。（R7.1 月～現在） 

用紙はＨＰからダウンロードできます。 


